
 

 

第５章 計画の推進 

１ 行政の推進体制  

生涯を通じた健康づくりへの支援を行うため、地域に密着した健康づくりが推進できる体

制を築きます。また、行政の関係部署、関係機関･団体との連携を密にし、健康増進の取り組

みを推進します。 

 

２ 市民協働による推進  

市民一人ひとりの健康づくりを支えるためには、市民や関係機関･団体、行政の協働による

地域全体の取り組みが必要です。 

諫早市では健康づくり推進協議会を推進主体として、関係機関･団体とのネットワークをさ

らに深め、市民の健康づくりを応援する体制を確保していきます。 

また、健康づくりの主体となる個人や家庭、関係団体、行政がそれぞれの役割を十分に発揮

するため、連携を強化し協働して健康づくり運動を進めていきます。 
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